地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院

郵送事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱
（ダイレクト入札）
2026年4月9日
(趣旨)
第1条　この要綱は、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院（以下「法人」という。）が発注する建設工事及び土木工事の制限付一般競争入札に関し、入札参加の負担軽減並びに入札及び契約事務の透明性及び効率化を図るため、郵送事後審査方式制限付一般競争入札(以下「ダイレクト入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)

第2条　対象工事は、原則として設計額が500万円を超える建設工事及び土木工事とする。

(入札公告等)

第3条　ダイレクト入札に関する公告(以下「入札公告」という。)は、法人のホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載により行うものとする。

2　次の各号に掲げるダイレクト入札関連書類は、入札参加希望者が必要に応じてホームページからダウンロードして使用するものとする。ただし、この方法によることができない者にのみ、契約課において印刷物を配布するものとする。

(1)　入札書(第1号様式)

(2)　委任状(第3号様式)

(3)　入札参加資格審査申請書(第4号様式)

(4)　入札辞退届(第5号様式)
(5)　質疑書（第6号様式）

(6)　入札書郵便用封筒の記載例（ダイレクト入札用）
(設計図書の貸出し等)
第4条　設計図書は、原則としてコンパクトディスク等の電子媒体（以下「電子媒体」という。）に電子ファイルとして記録したものの貸出しを行うこととし閲覧は行わない。ただし、これら方法によることができない者にのみ印刷物の貸出しを行うことができる。
2　設計図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ電話による申込みを行い、貸出し日時の指定を受けた上で、設計図書貸出票を提出しなければならない。

3 電子ファイルによる貸出しを受けた設計図書は、返却すること。
(設計図書に対する質疑)

第5条　設計図書等に関する質疑の受付・回答の日時・方法等は、入札公告に示すとおりとする。

(最低制限価格)

第6条　工事又は製造の請負に係る入札において、特に最低制限価格を設ける必要がある場合は、予定価格算出の基礎となった別表１の左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額(その額が、入札書比較価格(予定価格から消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を減じた額をいう。以下同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とする。)から千円未満の端数を切り捨てた額と当該額に消費税等相当額を加えた額を基準として設けるものとする。

2　工事又は製造の請負の性質上前項の規定により難いものについては、前項に規定する算出方法にかかわらず、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から千円未満の端数を切り捨てた額と当該額に消費税等相当額を加えた額とする。
3　前2項に該当する工事又は製造の請負については、別表２に定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第7条　ダイレクト入札の参加者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　旭市競争入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、旭市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成21年旭市告示第124号)に基づく指名停止措置を、当該工事の公告日から開札日までの間、受けていないこと。

(2)　 法人の契約に関して次のいずれにも該当しない者であること。
　　ア　契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

　　イ　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

　　ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

　　エ　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

　　オ　正当な理由がなくて契約を利用しなかった者

　　カ　前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3)　前2号に掲げるもののほか、次に掲げる者でないこと。

　　ア　手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者　又は当該工事の入札日前6か月以内に手形及び小切手の不渡りがあった者
　　イ　会社更生法（平成14年法律第154号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者

　　ウ　民事再生法（平成14年法律第225号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
(4)　前2号及び3号に掲げるもののほか、工事の種類及び規模等により案件
ごとに定めるもの。
(入札書の提出等)

第8条　入札参加者は、入札書を、簡易書留郵便で提出しなければならない。

2　入札書の提出は、別に定める記載例に従い、入札書その他入札公告で指定された書類を封筒に入れ封かん(のり付け)及び封印(割印)したうえ、表面に入札書在中の朱書きをし、裏面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

(1)　工事名

(2)　工事箇所

(3)　開札日時

(4)　入札参加者の商号又は名称

(5)　氏名(代表者氏名)

(6)　差出人住所

3　1通の封筒に、2枚以上の入札書を入れてはならない。

4　入札公告において工事費内訳書の提出を求められた場合は、当該工事費内訳書に次の各号に掲げる事項を記載し、押印をして提出しなければならない。

(1)　工事名

(2)　工事箇所

(3)　入札参加者の商号又は名称

(4)　氏名(代表者氏名)

5　到達した入札書の書換え、引換え及び撤回は認めず、開札したか否かにかかわらず、返却しないものとする。

6　入札書の到達に関する連絡は、一切行わないものとし、必要がある場合は、入札者が自ら電話で問い合わせを行わなければならない。

 (入札の辞退)

第9条　入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、開札日前日までに、入札辞退届を契約課へ持参しなければならない。

(開札調書の作成)

第10条　入札担当者は、開札日前日に、提出された入札書同封の封筒裏面の記載事項に基づき、開札調書を作成するものとする。この場合、資格審査は開札後に行うため、開札する全ての封筒について開札調書に記載するものとする。

2　入札担当者及び入札執行者は、開札前においては、いかなる理由があっても封筒を開封してはならない。

(入札の立会い)

第11条　入札(開札)の立会いは、当該入札参加者にのみ認めるものとする。

2　入札参加者は、代理人を入札(開札)に立ち会わせるときは、委任状を提出しなければならない。

3　入札(開札)の立会人が2人に満たないときは、当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせるものとする。

4　入札執行者は、入札の執行を妨害する者があるときは、退室を命ずることができるものとする。

(入札の方法等)

第12条　入札回数は、初度の入札を含め2回を限度とする。

2　入札執行者は、開札後、予定価格の制限範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最低の入札価格から2番目までの入札価格及び当該入札をした入札者名を公表したうえで、最低価格の入札者から順次、落札候補者として資格審査を行い、後日落札決定する旨を宣言するものとする。ただし、予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、最低の入札価格を公表したうえで、その場で再度入札を行うものとする。

3　初度の入札で無効となった者は、再度入札には参加できない。

4　再度入札を行う場合で、入札に立ち会わない者があるときは、再度入札を辞退したものとみなす。

5　落札となるべき価格での入札者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者となるべき順位を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

6　再度入札において落札者が無い場合は、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院契約規程によることとする。
(入札参加資格審査及び落札決定等)

第13条 落札候補者は、入札参加資格審査申請書及び当該入札公告で示された
書類を、提出を指示された日を含め、2日以内(休、祝日を除く。以下日数の積算において同じ。)に契約課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。

2　入札執行者は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請のあった日を含め、3日以内に審査を行わなければならない。

3　入札執行者は、審査の結果、適格と認められた落札候補者(以下「落札者」という。)に対し電話による連絡を行い、契約締結に必要な指示を与えるものとする。

4　入札執行者は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合には、当該落札候補者に対して、入札参加不適格通知書を送付するものとする。

5　入札参加不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日を含め、3日以内に入札参加資格を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。)についての説明を、書面により入札執行者に求めることができる。

6　入札執行者は、不適格理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。

7　落札者が決定した場合は、次の順位以降の者については資格審査を行わない。

8　落札候補者が審査の結果、不適格と認められた場合は、新たに次の順位の者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。

(入札の無効)

第14条　次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とする。

(1)　一般的事項

ア　入札書が、指定された方法で提出されないとき。

イ　入札書を入れた封筒が、封かん(のり付け)、封印(割印)されていないとき。

ウ　封筒に、必要な事項が記入されていないとき。

エ　1通の封筒に、2枚以上の入札書を入れたとき。

オ　封筒と入札書の記載内容が相違するとき。

カ　事後審査に必要な書類を、期限までに提出しないとき。

 (2)　工事費内訳書の提出が義務付けられている建設工事及び土木工事の入札

ア　入札書同封の封筒に工事費内訳書が同封されていないとき。

イ　封筒、入札書及び工事費内訳書の記載内容が相違するとき。

ウ　指定された書式の工事費内訳書を使用していないとき。
(契約の保証)

第15条　乙は、この契約と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付。
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提示。

(3) この契約の債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲
が確実と認める金融股間又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関
する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規程する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証。

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保

険契約の締結。

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において

「保証の額」という。)は、請負代金額の１００分の１０以上としなければならない。
3 第１項の規程により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したとき
は当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第       

４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の
１００分の１０に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(その他)

第16条　入札参加資格審査申請書に虚偽の記載をした場合は、旭市建設工事請負業者指名停止基準規程に基づく指名停止を行うことがある。

2　入札参加資格審査申請書記載の配置予定技術者等は、原則として工事完了まで変更することはできない。

3 この要綱で定めるダイレクト入札に関する連絡先は、次のとおりとする。
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院　事務局　契約課
別表１（第6条関係）

	費目
	左に含む費用
	乗ずる率

	直接工事費


	直接工事費、直接制作費、機器単体費、処分費等
	100分の97

	共通仮設費


	共通仮設費、間接労務費等
	100分の90

	現場管理費


	現場管理費、工事管理費、据付間接費、設計技術費、

機器間接費等
	100分の90

	一般管理費


	一般管理費等
	100分の55


　　備考

　　1　各費目の額は、消費税相当額を含まない。

　　2　左覧に掲げる費目ごとにそれぞれ右覧に掲げる率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表２（第6条関係）
	対象
	おもな工事又は製造

	第１項

	建築工事、舗装工事、電気設備工事、機械設備工事、
製造の請負等

	第２項

	解体工事、その他第１項に適しない工事等、
その他契約責任者が定めるもの


第１号様式（第３条関係）

入　　札　　書

（ダイレクト入札用）
　　年　　月　　日

地方独立行政法人

総合病院国保旭中央病院

理事長　吉田　象二

住　　　　所

商号又は名称

　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　　　　　　印

入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額を

もって請負したいので、入札致します。

記

	工事名

	

	工事箇所

	

	入札金額

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	円


（消費税及び地方消費税を含まない金額）

【注意事項】

　①　日付は、入札書作成日を記入してください。
②　金額は算用数字で記入し、頭書を｢\｣で止めてください。

③　旭市競争入札参加資格審査申請時に、使用印鑑として届出をした印鑑を使用してください。

第３号様式（第３条関係）

委　　任　　状

（ダイレクト入札用）
　　年　　月　　日
地方独立行政法人

総合病院国保旭中央病院

理事長　吉田　象二

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用印

　私は、都合により（　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)）を代理人と定め、下記工事の入札に関する一切の権限を委任します。

記

	工事名
	

	工事箇所
	


第４号様式（第３条関係）

入札参加資格審査申請書
（ダイレクト入札用）
　　年　　月　　日

地方独立行政法人

総合病院国保旭中央病院

理事長　吉田　象二


住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用印

　下記工事の落札候補者となったので、入札参加資格の審査を申請します。

記

	工事名
	

	工事箇所
	

	配置予定技術者等
	（担当者）
現場代理人
	氏　　　　　名
	

	
	
	住　　　　　所
	

	
	
	生年月日
	

	
	技術者
	氏　　　　　名
	

	
	
	住　　　　　所
	

	
	
	生年月日
	

	
	
	法令による免許
	


添付書類

　・

　・

　・

　・

　・

【注意事項】

①　「法令による免許」欄には、公告で指定があった場合のみ、当該資格の名称、取得年月日、登録番号を記入して下さい。

②　添付書類欄は、公告で指定された書類名を記入して下さい。
第５号様式（第３条関係）
入　札　辞　退　届

（ダイレクト入札用）

工事の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記について、別紙理由により入札参加を辞退します。

　　　　　　　年　　月　　日

住　　　　所
商号又は名称
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
地方独立行政法人
総合病院国保旭中央病院
理事長　吉田　象二

【注意】

　　　１　この届は、入札執行前に契約担当者に直接持参してください。

２　入札を無断で辞退することがないよう十分に留意してください。

別紙理由

入　札　辞　退　理　由

１　手持ち工事が多く、さらに工事を受注することが困難である。

（向こう　　　　か月程度）

２　この工事を受注した場合、技術者の確保が困難である。

３　作業員の確保が困難である。

４　会社（個人企業の場合には個人）の都合による。

５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【注意】

　　　１　辞退理由により、今後、不利益な取扱いを受けることはありません。
　　　２　辞退理由のうち、該当するものを○で囲んでください。
　　　３　辞退理由１の場合には、受注困難である月数を記入してください。
　　　４　辞退理由５の場合には、簡潔に理由を記入してください。
　　第６号様式（第３条関係）

質疑書（ダイレクト入札）
	住　所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	電　話
	

	FAX
	

	担当者氏名
	


	工事名
	

	図面番号
	質　問　事　項

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：質問は、FAXにより提出のこと。（必ず電話で着信の確認をしてください。）
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